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１．趣 旨 

   この要項は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第７４条、第７７条、第８７条及び第９１条

の規定に基づき、重要無形文化財等の保存のための公開事業に要する経費について国が行う補助に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２．補助事業者 

補助事業者は、地方公共団体その他文化庁長官がその保存に当たることを適当と認める者とする。 

 

３．補助対象事業 

補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

（１）国家指定芸能特別鑑賞会 

（２）日本伝統工芸展 

 

４．補助対象経費 

補助対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その明細は別紙のとおりとする。 

（１）公開経費 

（２）公開設備整備経費 

 （３）事務経費 

 

５．補助金の額 

補助金の額は、予算の範囲内において定額とする。



（別紙） 
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(3)事務費 
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